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 平成２４年  第２回定例会（６月２０日）  

 一括質問  

 通告時間：４０分  

 

 

自由民主党千葉市議会議員団の向後保雄でございま

す。  
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１  千葉駅西口再開発事業について  

  

  初めに、千葉駅西口再開発事業について伺います。  

遅まきながら、中央港の旅客船桟橋工事が進められ

ておりますが、臨海部への玄関口としての機能を果た

すため、この再開発事業が平成２年の事業認可より既

に２０年以上が経過しているなかで、ここに来てやっ

と２５年秋完成を目途に急ピッチで工事が進められて

いるようですが、再開発ビルＡ棟の建設状況はどのよ

うに進んでいるのか、Ａ１棟～Ａ３棟それぞれの進捗

状況について伺います。  

また、本年１月２０日締め切りで西口再開発ビルの

名称の投票が行われ、「ウェストリオ」に決定しました

が、この名称を今後どのように再開発に活用し、ＰＲ

して行くつもりなのか伺います。  

最後に、Ｂ棟敷地についての利活用方法の検討状況

について伺います。  
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２  都市計画道路千葉港黒砂台線について  

   

  次に、千葉港黒砂台線についてですが、この都市計

画道路は JR 千葉駅西口再開発ビルと市役所周辺の臨海

部を、両地域を有機的、一体的に結ぶ道路として計画

されたものと聞いておりますが、この道路の具体的な

役割と期待される成果について伺います。  

 また、開通時期、使用開始時期は本年夏ごろと聞い

ておりますが、具体的にはいつ頃になるのか、そして、

歩行者はいつ通れるようになるのでしょうか。また、

それに伴って、以前から要望しておりましたが、暫定

的な道路形態では設置が難しいとの理由から先送りさ

れていた歩行者の安全の確保のための信号機の設置は

いつになるのでしょうか。  
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３  千葉駅東口における観光バスターミナルの設置について  

  

  次に、観光バスターミナルについて伺います。  

 現在、千葉駅東口のＮＴＴまえと言えば、観光バス

の発着場所の代名詞となっております。先日、ちば未

来２１、通称、２１会の竹内会長からＮＴＴ前が非常

に混雑しているので改善できないだろうか、また、観

光バスを待つ人のトイレにも困っているので、ＮＴＴ

千葉の一階を観光バスの待合所として使わしてもらえ

ないだろうか、とのお話を聞きました。そこで、伺い

ます。京葉銀行本店前からＮＴＴ前の広い歩道を有効

活用して、バスが２列停まれるような観光バスターミ

ナルの設置はできないものでしょうか、見解をお聞き

します。また、社団法人千葉県観光物産協会の専務理

事の岩下さんから、現在、物産協会もＮＴＴ千葉の１

階で千葉県の観光物産を販売させてもらえないか問い

合わせしている、と聞きました。  

ここに観光バスターミナルが出来れば、千葉県内の

観光場所への日帰り旅行や、県外の観光地への発着場

所として、またさらには県外からの千葉市内観光の発

信場所になると考えます。  

また、千葉駅西口再開発事業や千葉駅の駅中のショ

ッピングモールの完成による顧客の流れが大きく変化

することが予想される中、何か少しでも集客に繋がる

方策をやらなければならない銀座通り商店街や中央公
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園方面の商店街の集客にもつながるのではないかと考

えます。  

千葉市も、集客観光課が新たにできましたので、県

の物産協会と千葉市観光協会が協力してトイレのある

みやげ物屋が借りられるように積極的にＮＴＴ千葉に

話をしていただきたいと考えますが、見解を伺います。 
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４  建設工事の総合評価落札方式について  

 

  最後に建設工事の総合評価落札方式について伺いま

す。最近では、一般競争入札の主流は総合評価落札方

式となってます。従来の発注方式は、一番安い価格を

提案した者を落札者とする制度でしたが、そこに民間

企業の持つ優れた技術力や設計、施工方法を評点に反

映することによって公共工事の総合的な精度を高める

ことを目的としています。従って、価格だけでなく、

技術力等の価格以外の要素を評価対象に加えて、品質

や施工方法等を総合的に評価し、技術と価格の両面か

ら見て最も優れた業者を落札者とすることができる制

度です。制度のメリットは良く理解できますが、しか

し、ここにも問題点があります。専門性という点の評

価がされないということがあります。これは何を意味

するかといえば、総合建設会社が落札し、一括下請負

に近い状態で下請けに回すという問題点です。例をあ

げれば、市の所有する建物の解体工事物件の発注が出

た場合、現在の総合評価落札方式では、千葉県の入札

参加資格者名簿でＡランクの解体工事専門業者でも、

この解体工事物件を落札することができません。結局、

総合評価で落札する業者は、解体工事を自社で全くで

きない総合建設会社です。従って、受注金額から何割

かはねて、一括下請負に近い状態で、解体専門業者に
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外注するわけです。ある総合建設会社の役員がいった

そうですが、解体工事は、一般の建設工事をやるより

よっぽどももうかる、と言っているそうです。  

 技術力のある解体専門業者の受注機会の確保の観点

から、解体組合の理事長、事務局長、我が会派の松坂

議員と私で、３点の要望を昨年秋に徳永副市長に伝え

に伺いました。そこでその中で、一つには、解体工事

施工技士の資格を評価項目へ採用すること、二つに、

エコアクション２１の認証取得を評価項目へ採用する

こと。以上２点の要望の検討状況について伺います。  

 

以上で、私の第１回目の質問を終わります。  

当局の明快なご答弁をお願いします。  

 


